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決算期変更及び定款一部変更に関するお知らせ 

 
当社は、平成22年10月22日開催の取締役会において、平成22年11月25日開催予定の臨時株主総会で｢定款一部変更の件｣が承認

されることを条件として、決算期を変更することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 
１． 決算期変更の内容 

現   在： 毎年12月31日 
変 更 案： 毎年 ３月31日 

 
（注）決算期変更の経過期間となる第32期は、平成22年１月１日から平成23年３月31日までの 

15か月の変則決算となる予定であります。 
 

２．定款変更の理由 
（１）当社の事業年度は、毎年１月１日から12月31日までとしておりますが、親会社である株式会社ゲオ（以

下、「親会社」といいます）の決算期（事業年度の末日）が毎年３月31日であるため、親会社と事業

年度を一致させることにより、ゲオグループにおける連結決算等の経営情報に適切かつ的確に対応し、

効率的な業務執行が可能になるよう、現行定款第37条を変更して当社の事業年度を毎年４月１日から

翌年３月31日までにするものであります。  

（２）現在進行中の第32期事業年度を、平成22年１月１日から平成23年３月31日までの15ヶ月間とする旨の

附則第１条を現行定款に新設するものであります。 

（３）上記（１）に伴い、現行定款第13条に定める事業年度に関する定時株主総会の招集を毎年６月に変更

するものであります。 

（４）上記（１）に伴い、現行定款第14条に定める事業年度に関する定時株主総会において権利を行使する

ことができる株主の基準日を毎年３月31日に変更するものであります。 

（５）上記（１）に伴い、現行定款第38条第１項に定める当社の期末配当の基準日を毎年３月31日に、第２

項に定める中間配当の基準日を毎年９月30日にそれぞれ変更するものであります。 

（６）事業年度の変更に伴う経過措置として、第31期定時株主総会において選任された取締役の任期は、第

32期事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする旨の附則第２条を現行定款に新設するも

のであります。  

 

 

 

 

 



   ３．定款変更の内容 

変更の内容は、次のとおりです。 

（下線部分は変更箇所）   

現行定款 変更案 

第３章 株主総会 

（招集） 

第13条 定時株主総会は毎年３月に招集し、臨時株主

総会は、必要がある場合に招集する。 

 

（定時株主総会の基準日） 

第14条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、

毎年12月31日とする。 

 

第６章 計 算 

 

（事業年度） 
第37条 当会社の事業年度は、毎年１月１日から 12

月31日までとする。 

 

（剰余金の配当） 

第38条 当会社は、株主総会の決議によって毎事業年

度の最終の株主名簿に記載または記録され

た株主もしくは登録株式質権者に対して期

末配当を行うことができる。 

② 前項のほか、当会社は、取締役の決議によっ

て、毎年６月 30 日の最終の株主名簿に記載

または記録された株主もしくは登録株式質

権者に対して、金銭による剰余金の配当（以

下「中間配当」という。）を行うことができ

る。 

 

（新 設） 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

第３章 株主総会 

（招集） 

第13条 定時株主総会は毎年６月に招集し、臨時株主

総会は、必要がある場合に招集する。 

 

（定時株主総会の基準日） 

第14条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、

毎年３月31日とする。 

 

第６章 計 算 

 

（事業年度） 

第37条 当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌年

３月31日までとする。 

 

（剰余金の配当） 

第38条 当会社は、株主総会の決議によって毎事業年

度の最終の株主名簿に記載または記録され

た株主もしくは登録株式質権者に対して期

末配当を行うことができる。 

② 前項のほか、当会社は、取締役の決議によっ

て、毎年９月 30 日の最終の株主名簿に記載

または記録された株主もしくは登録株式質

権者に対して、金銭による剰余金の配当（以

下「中間配当」という。）を行うことができ

る。 

 

附 則 

 

第１条 定款第37条（事業年度）の規定にかかわら

ず、平成22年１月１日から始まる第32期事

業年度は、平成23年３月31日までの15ヶ

月間とする。なお、本附則は平成23年４月

１日をもってこれを削るものとする。 

 

第２条 定款第21条（取締役の任期）の規定にかか

わらず、平成22年３月26日開催の第31回

定時株主総会において選任された取締役の

任期は、第32期事業年度に関する定時株主

総会の終結の時までとする。なお、本附則は

第32期事業年度に関する定時株主総会終結

後、これを削るものとする。 

 

    
４．今後の見通し 

     決算期変更に伴う業績予想につきましては、確定次第速やかに開示いたします。 
     なお、本決算期変更に伴い、株主優待制度の割当基準日につきましても、３月31日及び９月30日に変更となります。 


